
 

 

大治町認知症ケアパス 
共助～支え合いながら元気に暮らせるまち～ 

 

 
 

 

 

認知症の方が、できる限り住み慣れたまちで暮らし続けられるよう、

症状や生活機能障害の進行に合わせて、利用できるサービスの一覧表で

す。ぜひご活用ください。 
 

 

令和８年４月 

大治町福祉部長寿支援課 

大治町地域包括支援センター 



 

１  認知症について 

 

（１）  認知症とは ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

 

脳は、私たちのあらゆる活動をコントロールしている司令塔です。認

知症は、いろいろな原因で脳の細胞が死んでしまったり、働きが悪くな

ったためにさまざまな障害が起こり、生活するうえで支障が出ている状

態（およそ６カ月以上継続）を指します。 

認知症を引き起こす病気のうち、もっとも多いのは、脳の細胞がゆっ

くりと死んでいく「変性疾患」と呼ばれる病気です。アルツハイマー病、

前頭・側頭型認知症、レビー小体病などがこの「変性疾患」にあたりま

す。 

続いて多いのが、脳梗塞、脳出血、脳動脈硬化などのために、神経の

細胞に栄養や酵素が行き渡らなくなり、その結果その部分の神経細胞が

死んだり、神経のネットワークが壊れてしまう脳血管性認知症です。 

 

 

（２）  認知症の症状● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

 

脳の細胞が壊れることによって直接起こる症状が記憶障害、見当識障

害、理解・判断力の低下、実行機能の低下など中核症状と呼ばれるもの

です。これらの中核症状によって、周囲で起こっている現実を正しく認

識できなくなります。 

本人がもともと持っている性格、環境、人間関係などさまざまな要因

がからみ合って、うつ状態や妄想のような精神症状や、日常生活への適

応を困難にする行動上の問題が起こってきます。これらを行動心理症状

と呼び、生活するうえで支障となってきます。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

中核症状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行動心理症状 

中核症状に、環境や身体状況、本人の性格などが 

加わって起こる二次的な症状 

※主な症状 

 

 

 

 

 

 

 

性格・素質 環境・心理状態 

記憶障害 

・新しいことが覚えられない 

・覚えた記憶が思い出せない 

見当識障害 

・時間や季節感の感覚が薄れる 

・場所がわからなくなり迷子になる 

・人間関係がわからなくなる 

 

理解・判断力の障害 

・考えるスピードが遅くなる 

 

実行機能障害 

・段取りをつけて行動ができない 

 

うつ状態、不安 

・興味・関心が低下する 

・気がかりなことがあって気持 

ちが落ち着かない 

 

興奮・暴力 

・大声をあげたり、暴力をふるう 

 

徘徊 

・外を歩きまわる 

 

幻覚・妄想 

・見えないものが見える 

・ものを盗られたと思い込む 

 



 

２  早期診断・早期治療 

認知症は治らない病気だから医療機関に行っても仕方ないという考

えは誤った考えです。認知症は早期に発見すれば、治療によっては進行

を遅らせることや、症状を軽くすることができる場合もあります。 

 

○治る病気や一時的な症状の場合がある 

  正常圧水頭症、脳腫瘍、慢性硬膜下血腫などの場合、脳外科的な処

置で劇的に良くなる場合もあります。甲状腺ホルモンの異常の場合は、

内科的な治療で良くなります。薬の不適切な使用が原因で認知症のよ

うな症状がでた場合は、薬を止めるか調整すれば回復します。一日も

早く受診することが大切です。 

 

○早い時期に受診することのメリット 

  アルツハイマー型では、薬で進行を遅らせることができ、早く使い

始めると健康な時間を長くすることができます。 

  病気が理解できる時点で受診し、少しずつ理解を深めていけば生活

上の障害を軽減でき、その後のトラブルを減らすことも可能です。 

 

○初期は専門の医療機関の受診が不可欠 

  認知症の診断は初期ほどむずかしく、高度な検査機器と熟練した技

術を要する検査が必要です。専門の医療機関への受診が不可欠です。 

近隣の認知症専門医（認知症疾患医療センター） 

病 院 名 住     所 電話番号 

七宝病院 あま市七宝町下田矢倉下 1432 443-7800 

まつかげ 

シニアホスピタル 

名古屋市中川区打出二丁目 347 352-4165 

名鉄病院 名古屋市西区栄生２－２６－１１ 551-2802 

 

 認知症サポート医 

 

河西 宏 安藤医院 大治町大字花常字中切６１－１ 444-2301 

 
 



 

 

３  「認知症」早期発見のめやす 

   

  日常の暮らしの中で、認知症ではないかと思われる言動を、「家族の会」の会員

の経験からまとめたものです。医学的な診断基準ではありませんが、暮らしの中

での目安として参考にしてください。 

  いくつか思い当たることがあれば、一応専門家に相談してみることがよいでし

ょう。 

     

 

●もの忘れがひどい 

□ １．今切ったばかりなのに、電話の相手の名前を忘れる 

   □ ２．同じことを何度も言う・問う・する 

   □ ３．しまい忘れ置き忘れが増え、いつも探し物をしている 

   □ ４．財布・通帳・衣類などを盗まれたと人を疑う 

   ●判断・理解力が衰える 

   □ ５．料理・片付け・計算・運転などのミスが多くなった 

   □ ６．新しいことが覚えられない 

   □ ７．話のつじつまが合わない 

   □ ８．テレビ番組の内容が理解できなくなった 

   ●時間・場所がわからない 

   □ ９．約束の日時や場所を間違えるようになった 

   □ 10．慣れた道でも迷うことがある 

   ●人柄が変わる 

   □ １１．些細なことで怒りっぽくなった 

   □ １２．周りへの気づかいがなくなり頑固になった 

   □ １３．自分の失敗を人のせいにする 

   □ １４．「このごろの様子がおかしい」と周囲から言われた 

   ●不安感が強い 

   □ １５．ひとりになると怖がったり寂しがったりする 

   □ １６．外出時、持ち物を何度も確かめる 

   □ １７．「頭が変になった」と本人が訴える 

   ●意欲がなくなる 

   □ １８．下着を替えず、身だしなみを構わなくなった 

   □ １９．趣味や好きなテレビ番組に興味を示さなくなった 

   □ ２０．ふさぎ込んで何をするのも億劫がりいやがる 

 

           

（出典：公益社団法人 認知症の人と家族の会） 

     



 

４  相談機関 

 

○認知症についての相談、介護保険サービスについての相談 

  大治町地域包括支援センター 

   大治町大字砂子字西河原１８番地（総合福祉センター希望の家内） 

   電話：０５２－４４２－０８５７ 

   月～金 ８：３０～１７：１５ 

   （12 月 29日～1 月 3日、祝日は除く） 

 

○医療機関 

  ◇かかりつけ医 

   もの忘れが気になり始めたら、まずは、かかりつけ医に相談しま

しょう。 

 

  ◇認知症疾患医療センター 

    七宝病院 

     あま市七宝町下田矢倉下１４３２ 

     電話：０５２－４４３－２９００（認知症専門医療相談） 

     月～金 ８：３０～１７：００、土 ８：３０～１２：００ 

     （12月 30 日～1 月 3日、祝日は除く） 

 

○認知症の人を介護している方の情報交換や相談 

公益社団法人 認知症の人と家族の会 愛知県支部 

 東海市養父町北堀畑５８－１ 

 電話：０５６２－３１－１９１１（認知症電話相談専用） 

 月～金（年末年始、祝日は除く）１０：００～１６：００ 

 

○若年性認知症についての相談 

   認知症は、加齢とともに発症するリスクが高くなる疾患ですが、

年齢が若くても発症することがあります。 

   ６５歳未満で発症した場合は「若年性認知症」といいます。 

   働き盛りの世代にも起こる認知症は、本人だけでなく家庭的にも

社会的にも大きな影響があります。 



 

愛知県若年性認知症総合支援センター 

 大府市半月町三丁目２９４番地 

 電話：0562－45－6207（通話、相談は無料） 

 月～土（年末年始、祝日は除く）１０：００～１５：００ 
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７  認知症ケアパス一覧表の内容 

 

◆大治町役場福祉部長寿支援課 TEL：052-444-2711 

【介護保険サービス】＊サービス利用には、介護認定を受ける必要があります。 

(1)通所介護 

デイサービスセンターなどに通い、食事や入浴、機能訓練、レクリエーショ

ンなどが受けられます。 

 

(２)認知症対応型通所介護 

     認知症の方向けの通所介護施設で、日常生活上の世話や機能訓練などが受け

られます。 

 

(3)訪問介護 

     ホームヘルパーが家庭を訪問し、食事・入浴などの身体介護、調理・掃除な

どの生活援助を行います。 

 

(4)特定施設入居者生活介護 

   ケアハウス（軽費老人ホーム）などに入所している人へ、日常生活上の支援や

機能訓練などを行います。 

 

(5)認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 

   認知症の人が共同生活する住居で、食事・入浴などの介護や機能訓練を行いま

す。 

 

(6)介護老人福祉施設 

   常時介護が必要で在宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介

護を受けられます。 

 

(7)介護老人保健施設 

  状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテーションや介護を受

けられます。 

 

【高齢者福祉サービス】 

(8)大治町徘徊高齢者ＳＯＳネットワーク事業 

   徘徊のおそれのある認知症高齢者が行方不明となった場合に、大治町メールサ

ービスを活用し、地域の協力を得て早期に発見し、保護するための事業です。 

 

(9)大治町高齢者見守りラベル・シール交付事業 

   町内に住所を有する在宅の認知症若しくは若年性認知症またはその疑いによ



 

り徘徊のおそれのある方を対象に見守りラベル・シールを交付します。 

行方不明になった際、衣類や持ち物に貼られたラベル・シールの二次元コード

が読み取られると、あらかじめ登録された家族等へ瞬時にメールが送信され、そ

のメールから発見者とインターネット上の伝言板を通して情報交換することがで

き、引き渡しまでを迅速に行うことができます。 

 

◎対象者：町内に住所を有する在宅の認知症若しくは若年性認知症またはそ 

の疑いにより徘徊の恐れのある方 

◎交付物：耐洗ラベル４０枚・蓄光シール１０枚 

◎利用料：無料（ただし追加交付を希望される場合は実費負担が必要） 

 

(10)緊急通報装置設置事業 

緊急通報用の電話機を貸与し、緊急時にボタン一つで海部東部消防署及び協

力員に通報され、急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図ります。協

力員２名を確保して申し込んでください。 

◎対象者：おおむね６５歳以上の虚弱な在宅ひとり暮らしの方など 

       

 (11)大治町高齢者等ごみ出し支援事業 

   ごみ出しが自身ではできず、またごみ出しの協力を得ることもできない方

について、無料でごみの戸別回収を実施しています。 

  ◎対象者：６５歳以上の要介護（要支援）認定を受けているひとり暮らし高

齢者等 

  ◎実施回数：週１回（毎週月曜日または火曜日） 

  ◎サービス内容：居宅を訪問してごみの戸別回収を行い、併せて希望により

安否確認として声掛けを行います。 

 

(12)民生委員児童委員 

   地域において生活に困っている方、一人暮らしのお年寄り、体に障がいの

ある方、子どものことなど、身近な福祉の相談や支援をしています。行政と

町民とのパイプ役として、適切なアドバイスをしています。 

 

(13)認知症本人交流会＆介護家族交流会 

   認知症本人の方の集いの場や、介護をしている家族の方に向けた悩み相談、

情報交換ができる交流会を開催しています。 

 

 

◆大治町社会福祉協議会 TEL:052-442-0990 

(14)老人クラブ 

   地域の高齢者が、社会奉仕活動などを通じて生きがいを高めるための活動

を行う組織です。 



 

(15)ひとり暮らし老人ふれあい交流会 

高齢者同士、またボランティアの方々との交流を深めていただき、ひとり暮

らし老人の方々の健康保持と積極的な社会参加を図ります。 

◎対象者：６５歳以上でひとり暮らしの方 

◎事業内容：スポーツ・レクリエーション、入浴、ふれあい会食 

◎利用料：会食に伴う食材料費（１食３００円） 

 

(16)日常生活自立支援事業 

   認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者など判断能力が十分でない方

に対し、福祉サービスの利用の援助及び日常的な金銭管理を行うなどして、

認知症高齢者等が自立した地域生活が送れるよう支援します。 

 

 

◆大治町シルバー人材センター TEL:052-443-1680 

(17)シルバー人材センター 

  健康で働く意欲のある６０歳以上の方の会員を募集しています。 

 

(18)ワンコインサービス 

   1人30分程度で行える軽易な作業「ちょっとした困りごと」をシルバー会

員がワンコイン＝500円で行う有償ボランティアです。 

 ◎サービス内容：電球の交換、洗濯物・布団干し、日常清掃など 

   

 

◆多世代交流センター TEL:052-443-0553 

(19)多世代交流センター 

   多世代交流室（テレビ、囲碁、将棋など）、があり地域の交流の場として

利用していただけます。 

 

 

◆総合福祉センター TEL:052-441-1820 

(20)総合福祉センター 

   娯楽室（囲碁、将棋など）、入浴施設があり高齢者の方の憩いの場として

利用していただけます。 

 

 

◆介護老人保健施設 四季の里 TEL:052-441-5122 

(21)四季彩カフェ（認知症カフェ） 

  認知症の方やご家族、ご友人、地域の介護に携わる方など、どなたでも気

軽に参加いただける場所です。 

 



 

◆愛の家グループホーム大治北間島 TEL:052-526-3620 

(22)はるちゃんカフェ（認知症カフェ） 

  認知症の方やその家族、地域の方々、関係者が集まって、認知症や介護に

ついてお話をしたり、悩みを打ち明ける場です。 

 

(23)にこにこＤＡＹ（サロン） 

  人と人のつながり作りのための交流の場です。昔話に花をさかせたり、楽

しくゲームをしたり、頭や体を動かしてリフレッシュしませんか。 

 

 

◆大治町地域包括支援センター TEL:052-442-0857 

(24)地域包括支援センター 

 高齢者が住み慣れた地域で、いつまでも健やかに自分らしい生活を送ることが

できるよう、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員が中心となって高齢者の

方の状態に応じ、様々なサービスについて必要な援助・支援を包括的に行います。 

 認知症地域支援推進員も常駐しており、認知症に関するご相談も受け付けてい

ます。気軽にご相談ください。 

 

(25)認知症初期集中支援チーム 

 認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし

続けられるために、認知症の人やその家族に対し、早期に関わる認知症初期集中

支援チームを設置し、早期診断及び早期対応に向けた支援体制を構築しています。 

(26)認知症サポーター 

 認知症についての基本的な知識を持ち、認知症高齢者本人とその家族の身近な

理解者・見守りの担い手をして活動する人のことをいいます。 

 

◆おおはる成年後見支援センター TEL:052-433-1505 

(27)おおはる成年後見支援センター 

 認知症、知的障がい、精神障がいにより、判断能力が十分でない方が一人で契

約や財産の管理が難しくなってもその権利が尊重・養護され、地域で安心して暮

らせるように成年後見制度の相談や利用について支援を行っています。 

 

 

◆大治町在宅介護支援センター(安藤医院内) TEL:052-441-5155 
(28)在宅介護支援センター  

在宅の要援護高齢者又は要援護となるおそれのある高齢者を抱える家族等に対

して、在宅介護に関する総合的な相談に応じ、ニーズにあった各種の保健・福祉

サービスが総合的に受けられるように関係機関との連絡調整を行います。 
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